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校長 谷口 達哉 

 

 

新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言措置に伴う臨時休業について（連絡） 

 

 

陽春の候。令和２年度の学校生活を張り切ってスタートさせたところでしたが、全都道府

県に、新型コロナウイルスの感染増加に対応する緊急事態宣言が出されました。人と人との

接触の削減や外出を極力控えることが求められています。 

ご連絡させていただいています通り、県教育委員会の指示のもと町教育委員会とも協議

し、４月２７日（月）から５月６日（水）までを、臨時休業とすることが決定しています。 

保護者の皆様には、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

１ 休業の期間 

   臨時休業日  令和２年４月２７日（月）から令和２年５月６日（水） 

   ※次の登校日は、令和２年５月７日（木）です。 

 

２ 留意事項 

 ・児童の家庭での過ごし方については、「新型コロナウイルス感染症拡大防止措置に伴う

休業中のくらし」で指導していますが、各家庭でも指導をお願いします。 

・緊急事態宣言が出されている状況です。休業中は、不要不急の外出を控え、基本的に自

宅で過ごすようにお願いします。 

・配布しています、「家庭学習支援情報」等の関係資料を必要に応じてご活用ください。 

 ・新型コロナウイルス感染症に児童本人・保護者・家族・身近な人が罹患した場合は、速

やかに学校に連絡をしていただくようお願いします。 

 

 

 

 
学校電話     ７１－０１０８ (対応時間７：３０－１８：００) 

学校携帯電話  ０８０－１９３７－３１９７ 

       （学校携帯は、緊急時のみ、夜間・休日対応用としています。） 

       


